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線と水
潤いに満ちた自然環境の保全と
創造
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左細り下フ_卜くに恵まれ、これが本市の特色であり誇り

となっている。

しかし、都市型の土地利用ガ進むにつれて私た

ちU:)顛0)ま持りから緑や湧7Kがノ少・y:くなってきたC

二ffi環境の要化に即応して、日射口!I7ffi12声∃に

「森の割萱言」、日巨牙「甘1^3日に「飽下水保全郡市

34

、-、輪IF二一_ ~こ* :て　　-:-..*∴,珊

宣言」か市議会で決議され、昭和54年10月には「健

壌郡市宣言」を行ったo

これらの萱言にかかけられた郡市つくりを目指

して.、快適な生活環境の確保に欠かすことのてき

ない公害の防止、 「緑と水」をはじめとする自然環

境の保全、更に、河川浄化のためにホタルの住む

街つくりにつとめている。

書緑化推進

昭和47年101=]の「希の都萱書」を受けて、同年

1 2F]から市民の快適な生活環境つくりを巨封旨した

「森の郡作戦」を展開し、積極的な緑化の推進を

.-.I. ::
L.

・ヱU　　ヽ蝣' 't

恥粛∴亮子

●熊本市域にあける用途別

地下水利用状況

図っている。

森の壱旧乍戦の一つの柱て'TDる[~緑の保全.事業

では、老樹・呂不を所有者や管理者の承諾を得て

保存倒木に指定し、その維持・管理に努めている。
-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.　.

守ろうと、現在、県・而一体とTJIってその公石化

を進めてあり、その一部「生活環揖保全林立EF]山

憩の森」は市民の健康増進や憩の場として利用さ

れている。

今一つの柱である「緑の創造」事業では街路.

公園・学校.団地等の両施設やtl」林の緑化を積極

的に推し進めてあり、さらに目抜き通りや街完に

はフラワーポットを配置し、花いっぱいの街つく

りを巨引昌しているGまた、 D酎[59年からは「ふれ
*-　;蝣

あいの森林つく(')」をス9-上させ中萩唇-帯の

'it'-1-.ユ　±蝣Iiv杜予てL、 、二、.-

-万、森の都の実現-:こは、而民1-人ひとりの緑

化意識の向上と家庭の緑化が必要であり、生垣設

置奨励補助制度や新築・誕生記念樹の配布、ツタ

苗・花嵐の配布、地域環境緑化用樹木配布など(I)
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その慣用

(31.0%) 昭利59年度
蛇下水採取量
1億4,14473m"

水産壷殖用
(12.6%)

上7jt逼

f56.496〕

制度を設け、その推進を切っているoさらに昭和

60年には県・而一体となり「財匡法ノ人、くまもと緑

の基金」を設置し、緑化[=関する普及房事をはか

ってあり、また昭柵;1年には「蒐4国会l亘郡市緑

化くまもとフェア」を開催するなど緑化('D気運は

より-層の高まりをみせている。

■地下水保全

水は、生命の源であるばかりてなく、都市:,言動

を支える責重な資源でもあるG本市は、古くから

清らかォ地下水に恵まれ、弓Ej、上水道を且しめ

農=業などの多種用途に地下水か利用されているO

また、この地下水の利用は、笠活水準の向上や産

業経済の発展/などに伴い今後も土曽加するものと予

想されるO

しかし、この地下水も無皐蔵ではないことから

昭和51年3円の両議会で熊本の地下水を後世までL

守り伝える主旨の「地下水保全都市萱言」が決議

されているOこれと歩調を合れせ、昭不□5?^9m

に地下水採取の届出制を事調とした「地下水保全

条例」を制定しているO

この限りある地下水資源を長期白丸効率的に活

用していくためには、地下水をとりまく自然社会

環境の変化を常に監視Lへ地下水の挙動を科学的

に調査する必要かある。

このため不両では、地下水厄、河川水厄、湧水
・　　　　　　　　　　II. ,　　丁

に努め、さらに昭和59^度、 60^定の2ヶ年では、

県と合同による熊本地域地下水調査を実施してい
i　　　　　. '  !　,　:

の適正利用について市民の十分な理角琴と協力を得

ながら、地下水保全対策を推進するO



わが国では、戦後都市への人口と産業の急激な

I:　　　　　　　　　　　　ニ　　　　　　　　ー:>.t　　|

発がすすめられ、緑と7r-ブンスぺ-スは著しノく

減少し、都市の∈然環境や票観は悪化してきてお

り本市もこの例外ではない。

本市は、 「森の都」とうた/Tjれるほどに豊かな

「緑」に恵まれ、潰れつな湧水を講りにしてきた。

これらの保全と育成とは、次代に対する私たちの

＼、つとめ〝てあり、本市の将来像のひとってある

「緑と水にかがやく明るい健康都市.建設のため

の主軸ともなっている。

公園事業については、大正13年に水前寺運動/已

園を建設したことに始まり、この後、用地買収、

土地区画整備事業などにより土地を確保し、逐次

整備をすすめてきてあり、昭木口60年度末での本市

の都市公園の整備状測ま373か所、 310,93haで、

これは市民丁人当たり、 5.61 「げの水準となってい

るO　このほか、まちの広場制度を設け、広場の確

保を行っている。

公園整備計画については、而総合計画及び昭和

61年度を初年度とする、第4次都市公園等整備5

か年計画を受けて、

1.公国整備の地域的j7ン′バランスを是正し、地

域に密着した児童公園、近隣公園などの基幹公

園の整備を積極的にすすめる。

2.中山市街地にオ-プンスペースを謄保するた

め、河川敷運動公園の整備を促進する。

3. Lyワリ工-ション需要の高まりに対処して、

広域公園の整備をすすめるC

これを基本とし、昭利65年度末に市民1人当たり

の都市公園の面積を7.4ロコlとすることを∃標とし

ているO

また、緑とオ-ブンスべ-スの保全と整備を因

るための施策を総合的に展開するため、本両では、

国の施策に萱ついて「緑のマス9-ブランJを策

定中である。園の方針によれば「西暦2000年(昭

和75年)をEj標に確保すべき緑地の中核をなす都

両公園等については原則として市民1人当たりあ

あむね20 m!を確保することを標準として設定する」

こととされている。

「緑のマスタープラン」の策定後は、この看写真

に基ついて環境保全のための緑地、レワリエーシ

ヨンのための緑地、防災のための緑地というそれ

ぞれの機能を備えた都而公園等の整備を行い緑あ

ふれる桂さっくりをすすめてゆくことになるO .
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e都市公園競況表　　　　　潤和。昨電末)

公園種別 公園数 公園面積冊
住民 1 人当

り面積 m ')

児 童 公 園 3 19 4 08 ,198 0 .74

近 隣 公 園 8 124 ,600 0 .22

地 区 公 国 2 93 ,399 0 .17

総 合 /公 園 1 526 ,89 5 0 .95

運 動 公 園 3 ,533 1 .44

特 殊 公 園 17 50 7 ,48 3 0 .92

広 域 公 園 1 39 0 ,54 9 0 .70

都 而 緑 地 蝣>蝣 25 7 ,4 99 〇一46

緑 道 1 2 ,2 00 0 .0 1

吉β而 公 園 計 373 3 ,1 09 ,3 56 5 .6

ま ち の 広 場 r 9 5 63 ,010 u n

■公営住宅

本市では、住宅に園窮している低所得者に京TL、、

低廉な家賃で入Faでさる而営住宅を建設し、叉今

後ゥネ_T会の変化に飢屯しつつ、而民がそのライフ

1 1 、・日二与・、∴　〒TI　*・tて∴し`L、千三・・二二-t"-Trr

むことがてきるよう、良質な住宅ストップ及び良

好な住環境の形成を図ることを目標として、住宅

の建設及び維持管理にあたっている。

1.市営住宅の建設

(1)新設事業

団の施策を踏まえ、住宅の貫の同上と安定倶指

をEj指し住宅建設を進めているガ、人口の増加、

世帯の細分化などに伴い市営住宅への入FF希望者

は増加の傾向にある。

昭和61年度建設事業計画としては、建蜜を含め

第1種住宅145戸、第2憧住宅220戸の計365戸を

建設する予定である。

(2)建皆事業

現在、市営住宅立地条件の良安子'な地域ては、新

規用地の師胃が次第に困難瑚犬況になっている。

このため、既存の老朽化した木造などの市営住宅

を順次、中層耐火構造の住宅に建替えを行い戸数

の増加とノF=B住水準の向上を図っている。

2.市営住宅の維持管理

現在菅王卦ノている而営住宅の総戸数は70団地、

8,469戸(昭-*Q61^7月末)であるO近fF建設され

た市営住宅は、中層耐火構造となっているか、既

設の市営住宅の中には老朽化している住宅もあり、

これらの住宅を棺持するために必要&I事につい

て音、 i'T-寸a・'蝣>一帯TFL 1‡漣「軍-.llJ-「  、、r;∴、

-万管理面にあいては、市営住宅の使用状況等を

把握Lへ入居者が健康で文化的な生活を営むため

に必要な施策を進めている。

書建築指導

本市にあける全建築物着工件矧ま昭和51年矧こ

8.633件の最高数値を示したが、それ以降fFマ減

少憤向にあって、昭和60年度は生879件で前缶宣

比では4.296減であった。これを用途別こみると、

全建築物のフPJ.9%か住宅関係建築となってあり、

住宅の利用別毒=状況ては建築物の74. 0%か持家

で、残りは貸家、建売、給与住宅の順となってい

るO　また、 =事種別では全建築物の73.4%が新築

となっている。

指導行政て駄　特殊建築物に対する防災対策ガ

ロⅡばれてあり言肖防と合同又は単独でこれらに対

する特別査察を年数回定期的　行い安全指導をし

ている。

その他、 -般建築の違反防止のため年間を通し

て定期パトロ-ル、建築相談室の設置、民間の協

力による建築行政協力員制度の活用、 「市政だよ

り」などによる市民に対する幅広い違反防止の啓

蒙活動を行っている。

21世紀に向けての必要課題である「活力にみち

だ、住みよい街つくり」を積極捌こ推進させるた

めに、その-環として個々の建物が都市景観を考

慮されて建てられるように優秀建築物表彰制置、

設計時点ての建築協定の呼びかけなどを強力に行

っているところであるO

●市営住宅建設状況
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Ej不≡呂水の-つといれれ、清らかで害かな的

下水に恵まれた本市の上水道は、大正13年にノ1景

水害を水源地として通水開始以来、人口56万を有

する現在にあいても原水はすべて地下水で賄われ

ているO

水源地も当初建設されたノヽ貫水谷水源地をかれ

きりに順次増設され、現在12カ所、 69本の井戸に

及び、 Ej墨320,000m"の配水能力を備えている。

水の需要は人口増加、市街化の進展、生活様式

の変化に伴い増大することが予測され、上水道は

常に先行的対応か求められている。本市上水道も

拡張事業を推進してきたとこうであるが、昭和65

fFをEj標にした第4次拡張事業は、.社会経済情勢

の変化等により拓水量の伸びが鈍化傾向にあると

こうから需要に即feUた事業の進捗を図ることに

した。

こ_のような状況のもと、水の安定供給をめざし

て、当面は、東部地区に取水井を新設し、粟部か

ら西都地区に至る東西幹線配水管の整備をはじめ、

両部地区の末編水地域の解消、さらに而街化の著

しい北粟剖地区の給水のFI]滑化を図るためL、昌遊

原旨地に配水池を新設し、南北幹線配水管を而設

する計画である-万、水と7J(道施設の効率的運用

を因るため、コンビュー571を駆使した情報処理、

.I .∴　　　　　　　　　　　一・　t-　　　　　__

・　　: I '　. :'.  .　・' ti　- :

り、これか完成すると、全而域ネットウ-ワによ

る耶水量並びに水圧変化の自動的コントロールが

可能となり、さらに萄効適切な配水はもとより、

管理の省力化に寄与することとなる。

なあ最近、地下水の減少が叫ばれ、水に対する

而民の関心が急速に高まり、節水意識の高揚と節

水型社会への移行が大きな課題となり、それに対

応した施策を積極的に講Lていく必要かある。
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万両0公共下水道事業はヨ折口23^に戦災雇興事

業JJ　環として而中心街278haの認可を受け事業

に毒手し、昭不032年には当時の而街地全域を網羅

する計画総面積2 ,548 haの下水道全体計画の策定

をみたO　二の計匝-{ま昭利50^認可画頃990haの事

業完了に至る迄の間、事業計由の指針と7:EったD

なあ　流下万式は主として合流式を採矧Jた0

-万、日新G30i代後呈以降の高度経済或長とこ

れに伴う人口、産業の著しい都柘集中亡より公共

同水域CD水質汚濁か深刻化し、国はその対策とし

て昭不D45^のし甘つゆる公害国会にあいて水質汚濁

I　　　　　　　　　　　.・蝣　蝣　　　蝣蝣'

の公害国会にあいて下水道法にも一部改正が行れ

れ、下水道か笠清涼屍の改善や/Jj衆衛生の同上の

ための施設にとどまらず、公共用水域の水質保全

のために欠くことのできない施設てあることか明

確化された。

このような情勢を背景として、、本市では昭和48

年に公宍用水域の水質保全の観点から萱貢計画の

抜本的再検討を行い、計画総面積9,772 haとし排

除方式についても分流式をノ守則とすることに改め

たO

その後、熊本都市圏公共用水域の氷質環屍基準

制定に伴い、県にあいて流域別下水道整備総合計

国か策定されるなど下水道を取り巻く謡病勢0:)変

動に対処するため、昭不ロ53年に「熊本而公共下水

道等菰計画研究会」を発足させ、更に将来の万両

つけを行った結果、全体計画処理面積10,!034h臥

計画処理人口657,000人とし、これを蓮台寺、秋

津、川尻、 /」層、北部の5処理区rこ分割し汚水処

理を行うことと&ったO

この内、∴北部処理区については菊陽、合志、北

部の3町を含めた熊本北部流域下水道の関連処理

区として昭和59年度より幹線=事に着手したOな

あ、浄化セン9-及び1両3町にま/Tがる主要軒
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矧こついては県施行分として昭和57年から事業か

進められている。

また、認可区域については昭利23年の当初認可

以来、事業の進捗状況などを勘案しなから遂次変

更認可により区域の拡大を図り、昭和59年1矧こ

流域関連処理区としノて、黒髪、清水、楠団地等

「OLH、3 ''v、口3:'.'・蝣≒i-.io*上キー下∴　軸f'rl手工　F讃、

沼山津、出水、大渡等1,269haを新たにJlロえ、認

可面積を5,256 haとし、その整備目標年度を昭和

67年度(流域関連は㌍利65毎度)としノた。

この中から現在、 a獅[161毎度を初年度とする第

6次下水道整備5薗年計画(計画投資額677億円、

予定整備面積約2,400ha)　則り、鋭意事業の推

進に努力しているところであるOなあ、昭和60^

度天人□普及率闘3.896　全国平均36%)となっ

ているQ

■都市下水路

都市下水躍rま∴主として而街地内の雨水排除を

Ej矧こ、原則として公共下水道の事業認可区域外

にあって浸水被害が-定規慢以上の地区を対象に

整備を進めている。

現在、龍EB都市下水臥目出都市下水路、上熊

本都市下水路の3水指について整備中であるO

●都市下水路整備状況

水 路 名 延 長 排 水面積 備 考

高 橋 都 市 下水 搭 7 79 rr 15 9 ha 33 - 35 年度 事業 完 了

旧井 芹川 ノノ 9 18 4 1 33 - 37年 度 )ノ

H 1 ,3 17 63 34 - 37年 度 ノノ

秋 津 〟 1 ,4 63 8 5 38 - 41年 度 ノノ

帯 山 ノノ 1 ,4 74 76 39 - 4 1年度 ノノ

出 水 ノノ ,3 7C 4 1 42- 46 年度 ノノ

段 山 ノノ 4 67 3 3 45 - 48 年度 ノノ

新 南 部 ノノ 668 4 3 46 へノ48年度 ノノ

山 ノ 下 ノノ 1 ,058 57 4 8- 5 6年度 ノノ

湖 棄 ノノ 983 7 7 4 7- 5 6年度 ノノ

秋 津 ノノ 2 ,4 10 二 子 50 - 5 6年度 ノノ

竜 田 ノノ 830 9 5 5 5- 62 年度 事 業実 施中

m i ' 2 ,000 81 5 5~ 6 1年度 ノノ

上 熊 本 ノノ 930 i蝣; 5 7- 62 年度 ノノ

.r　ざ
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健康で快適な生活環鹿を作り発展させていくた

めには、市民生活に伴って排出されるごみを、い

かに適切に処理するかということが最も重要Td:課

題の一つと書えるOこのごみ処王到ま、概ね「収集・

運搬」 「中間処理(焼去の. 「最終処分(埋立)」と

いった三つの部門から成り立ってあり、本而にお

いても収集から最終処分まで一貫し/?処理を行っ

ているD

昭和60年度中に不而て処理したごみの総量la:、

186,298t C'l B平均533t)てこのうち約6害I[こ

あたる　09,324 tか-般零庭から排tjjされた家庭

ごみである。これrま、前年置対ニ巳の101%で、人

コと共に草マ増力口の-這を辿ってい;z.　万、約

4割にあたる76,974 tが、主に事業所等から排出

されたごみであり、前告空Lr=比へ約14%の減/J>と
5flfcMォaM

現在、一般家庭から排出されるごみは、 r~燃える

ごみ.を・、北臥　西宮3、東部の3ラ昌掃事業所の7PJ

畠田文集華により週3回、 「燃えないごみ・大型ご

み」牽特別清掃管理事務所の1 2台の収集垂と一部

委託業者の2音r=よってFj2匡主　文「あさひんr ・

あきかhj頒」を委託事業と,)ノて再資源化業者によ

り月2rJ収集している。これ且, ∈々土曽ノウ]する家

庭二訓ご矧nR,、市民の要望等に応えるため、 61

年4矧ご新たに東部還掃事業所を開設するととも

lこ.それまての収集体制(D大幅な見直しを囲った

~　　　　　　　　　・　　　　　　. ' i

力し/ンダー」を作成し・、各家庭に新収集体制の周

期を因るとともに協力を呼びかけている,J

他方L、事業所から排出されるごみについては、

原則として事業者の責任に毒し、,て自ら処IS司るこ

とと′宣ってあり、匝接市の施設へ搬入するか、一

般廃棄物処理許可美名に委託司ることになってい

る.。

収集・運搬された「燃えるごみ」は、更弧毒掃
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=場　300t/24H;と61年4日から新たに洪用を

開始した西弧看掃工場〔450 t/24「Oの両工場に

より焼却処理しているo Cなあ、北部.西部の両清

掃事業所の焼王口場は、西弧看掃工場の倶用開始に

伴い61年3,^をもって閉鎖した。)

また、燃えないごみと焼却残さ(ごついては、北

部町に恋う扇田埋□此処分場に布いて埋立処分し.、

あき(jん・あきかiu矧こついては、肩芦矧巳工場

て再資源化を行っている(60年度CO);兎去信埋ilL

再資源化壷は別S'刀と,Tjりてある,a

西
部
清
掃
工
場
の
中
央
制
御
室

な菰、、都市圏行政の一環として隈接する飽託郡

の北部可、蛇Efj町、天明軍Jfflごみ焼却、埋立処分

について要託している。

そ〔mtj.本市ては.、僅円満ゐ琵琶班の環境汚染問

完凱二鑑み、、廃棄物の適止処理及び環見保全の観点

から苧zT.電池の分別回収を行っている。 as和6OfF虞

中に国脱した琵琶湖ま,、約41し、トラも躍157不

分て在り、現在扇Efj埋立処分場に保管されているc

c昭利61年7月現在の保管総軍は、約9〔)t 、卜ニラ

L碇340本分であるC)

●ごみ量と処理状況 ●し尿処理場月平均処理状況

●東部汚水処理場し尿処理工程

I>T一;I湖　　　　　‥　2.′r妄l三三学.　高電二汗

一mー『二>.ォ'.:弓手:軍sw」'禦.*v '.-ft炭窯`薫響煎m好監謂甜群竃監憲頂潤的葦玩強憲恨瑠遠慌間諜蹄鎧ア誓謂崇葦欝誓　　　首肯葦票で二　　Tm¶「 --*1".-蝣蝣.蝣

票在、本市のし尿収集人口は116千人て総人口

の21%、浄化槽人口は288千人で総人口の41%で

ある。

し尿処理計画に墨つき、全而域を校区毎に地区

劃し、し尿収集及び浄化層清掃は全て許可業者

(5業者、 1協同組合、車両45台)か行っているo

し尿については各戸岳の平E]定拓綬方式で毎Fj 1

国以上収集してし＼るo　浄化槽は保守点検の結果に

より年に1回の5看靖を行っているe

収集したし尿と浄化槽汚泥は、粟蔀汚水処理場

・蓮台等下水処理場で100961茸J+=巨訓こ処理してい

る。両処理場では処理機能の維持管理に努めると

ともに、二次公害の発生を防止して市民の生活環

屍を保つよう万全を期しているo

粟部汚水処理場では都市圏行政の一環として、

丁子豆Ell　　誉こ.工^"ilii.∴さ._ 〒',f蝣'ミ⊥入

れている。

さらに潜化層から発生した余剰ガスは、バナナ

表や老人憩の家の熱源とーノて這用するなど住民と

のふれあいの場つくりに努めている。

し尿処理施設の処理能力

東部汚水処理場　　　　　　蓮旨寺下「堅塁場

320k.a/B )当化処理施設　ノ80k之,/B

50組'B匡酎巳処理括認

75kC/B rモ送滴三笠



道路
快適で便利な道措網の整備
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本市の道路体系をみると、国道3号緑を縦矧こ、

国道57号線を横矧こして、これに県道及び両道が

連結し市内の交通網を形成してあり、全市を網羅

している両道は7,074搭緑で総延長1 ,745kmにも及

(I蝣蝣蝣-."し、、三。

道路は、 Ej常生活や経済活動を行ううえで最も

重要な交通施設であるとともに、生活空間を創出

しノ住みよい環薦つくりに責重な役割を担っている。

本両では、 「市民の住みよい環境つくりは道鑑

の整備から」というスローガンのもとに、老朽化

に伴う補蓑の打換、側溝・橋梁等の整備はもとよ

り、通膳の新設改良、交通安全施設の充実化等に

より、主要な道路には歩道を設けるなど交通の安

全を確保するとともに、植樹帯の整備を図り治道

地域と調和した「みどりゆたかな道つくり」を推

進している。

-万、両道の維持管理上、市道と民膏地との原

罪に関するトラブルを解消するための道措窮罪確

定作業を進めている。道路の境界を明確にしてあ

くことは住民にとっても必要なことであり、市道

の戸籍ともいう道語呂・帳の整備に鋭意努力してい

るO

また、道路本来の利用万法を越えて使用されて

いる路上不法占用物件に対し、雪雲及び行政指導

の月トロ-ルを行い、不法占用対策に力を注いて

いる。

私道等については、私道等整備補勤毒交付制度

を設け、住民の生活環巌の改繕を図るため、舗装、

側溝弓非水施設、防悪冊等の工事に対し補ffijを行

い、住民の要望に応えているU

■都市計画道路

都市計画道指の整備にあたっては、第9次道搭

整備5刀年計画(58在度～62年度)の整備万針に

茎つくことはもとより、市内交通のFI]漕化と、熊

5E

本都而圏を含めた交通混雑

の解満をEj指してすすめて

いる。

特に主要な幹線道距につ

いては、通過交通の都市内

交通からの分離をはかると

ともに、放射状、環状か一

体となった利便性の高い道

E'勺ふ寺.'V博,"dご

また、補助幹線道路、区

画道路については、土地利

用計画との調和のもとに、

環免保全等にも配慮した道

路体系を確立する。

現在、 48指紋、総延長189kmの都市計画道路が

計画決定され、うち、約93km(進捗率49.0%)育

整備されている。

61年度は、熊本駅北部線をはじめ流通業務団地

建設の関連事業として、本荘犬測線など、 12路線

の道措改良、橋梁整備を実施するO

e都市計画道居の区分　(昭利6曙絹1 E]現lil

道 路 区 分 計画決定延長 改 良 済 廷 臣 進 捗 率

灯∩ ran %

幹 線 道 路

(幅40m ~ 16「n)
171 .5 87 .9 51 .3

補 助 幹 横 道 塔

(幅16m ~ 1?m )
14 .1 ∴ 1 4 .8

区 画 道 路

(幅12m 以下
3 .4 2 .7 79 .4

計 18 9 .C 92 .7 49 .0

●市道の延長・面積　　(酬]61往哨憎現在l

区分 道 路 橋 梁 合 計

延 長 1∴737 ,926 m 6 ,85 3 m 1 .744 ,780 m

面 積 6 ,6 60 ,152 m' 3 6 ,90 2 m 1 6 ,697 ,054 nt

・1叫　rn、i'sjtt '-i',㌢　A{
Hl、
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市営交通
親しみやすい市民の足

..1

J

●電車の営業収支と乗車娼(年度間)の推移 e /てスの営業収支と乗車人員(年度間)の推移

而雪交う鳳rl現在.、竜重37両、搭線月ス192両て、、

IF]平均8万5千人○裏書を運び、市内交通機関

としての重要加豊吉薫果している.,

電重事業は、大正13fc=8日の創業て、以末市政

の発展とともに票螺の拡張を行い、最盛期の昭利

38年には、営業キロ25km、 6系統、垂両数87両、

-　> ! :こてt、二二.:, 1 '蝣'「。∴二`十SI　、、王の哲

高度経喜成鼠=隼う都市圏T-重大やマイカー(L害

増により、棄書跡よ械少の-遠をたどり、順次/ 、、

7J二転興してきたが、現在'':l市2弄硝充を運行しノて

URi

ニ斤年、全国にさきノ_H丁、車両の竃暖房を匿lり、

軌道敷ト年＼、、.rD他要侵入禁止,二月射し1、主要電停,茸,上

屋設置、 ,新型電車導入左」と.、積極的なサ-ヒ.Al

当封f/L、乗書離れ0)坑止をはかっている.。

-万・、 /、iス事業に、_　日射[ほ」fi且　電重Ur:欄的

杭交通機関として営業を始め、、都市の拡大に対応

し、 IfノフIf害綾を姐丁、 「酎□44年には、 -Ej二臣TJ寮

雲散10万6千人に達した。

LtfLながら、近年道鑑交通0荒縄のだめ、定

時迂巧Uj胎裸が司,籍と怠り、利.Fj書,書目ス離れか

表面化L,てきたO　これか対策と　r、、専用レーン

の拡大と車両の霜房化、低床広m卜こjフ月スの導入、

膚絹業*]」>徹底、月ス倍の設善、 Ej転事置場の設

置など、書壇のサーヒス改善を図り、利用害の利

便性1書蝶の国風こ努めているガ、依然として粟雷

の減少rr=続いているO

モー57リゼ-シヨンCD進展は、交通事業に深刻

な経営危機をもたらしてあり、交通局にあいても

・]獅掴3fF度財政再建団体の指定をうけ、現在、国

及び-般会計からのg/I政振動のもとに、経営の再

建に努力を続けているE。

i- ,蛸&;」'蝣ル
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